
傷病者の搬送及び受入れの
実施基準等に関する検討会

作業部会資料

平 成 ２ １ 年 ８ 月 ２ ５ 日
総務省消防庁救急企画室
厚生労働省医政局指導課

資料



第1回「傷病者の搬送及び受入れの実施基準等に関する検討会作業部会」での主な意見（１）

○ 協議会について

・ 改正消防法の定める協議会の機能としては、メディカルコントロール協議会と救急医療対策協議
会双方の機能が必要。合同会議を行ってはどうか。

・ どういう組織を活用するかは、地域における資源が異なるので実情に詳しい都道府県が判断する
ことが適当ではないか。

・ どのような形で協議会を置くべきか迷っている都道府県もあると考えられるので、協議会の位置付
けについて充分に議論して議論したことを残しておくことが必要。

○ ガイドラインのあり方について

・ 現状でも短時間で搬送できている地域もあり、そのような地域においては、新たにルールを定める
ことによって、かえって遅延することとなるのではないかと危惧する声もある。地域のリソースが偏
在している中で、搬送・受入れのルールについて本検討会（作業部会）が詳細にわたって示すこと
は、かえって混乱を招く恐れがあり、むしろ、方向性や考え方を示すことが重要ではないか。

○ 実施基準について

・ 様々な疾患について搬送先を細かく決めるようなルール作成は非常に負担が大きいが、一方で、
緊急性が高いと判断されるものについては、受入医療機関のリストと搬送の基準をきちんと定める
必要がある。

・ 受入医療機関のリスト作成にあたっては、各科目担当医師の当直状況などの詳細を地域で把握し、
調整することが重要。
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第1回「傷病者の搬送及び受入れの実施基準等に関する検討会作業部会」での主な意見（２）

・ 救急隊がどんな評価基準で現場活動を行っているのか、医療機関側と共通認識が出来れば、消
防機関側の評価基準に応じて、医療機関側も、どのような受入体制が適切なのか、検討すること
が可能となるのではないか。

・ 例えばヘリコプターの利用等についても、救急隊によって対応が異なっており、認識に大きな差が
ある。医療資源の有効活用を含めた議論と基準の策定が必要ではないか。

・ 受入医療機関のリストについて、日々状況が変わることが考えられ、どのように更新状況を管理す
るのか、あらかじめ考えておく必要がある。

・ 実施基準を定めることにより医療機関側の情報が救急隊に明確になると同時に、医療機関側から
は、救急隊の観察や判断の的確性への期待値が上がる。

○ 調査・分析ついて

・ 本来は地域における医療に対する需要と供給のバランスについて検証を行うことが必要不可欠で
あるが、現状ではデータが皆無。今後、それぞれの疾患について適切な医療機関に搬送されてい
るのかどうか、マッチングする形で正確に調査・分析していく必要があるのではないか。

○ その他

・ 受入医療機関のリストを示すことは、救急隊にとってはありがたいことだが、医療機関側がどこま
で受けられるかが重要であり、懸念される。

・ 言動が粗暴等の傷病者に対してはどうするのか、という指針も必要ではないか。

・ 改正消防法に基づく実施計画、医療計画、救急医療情報システムのバージョンアップの３点は、地
域医療の改善について非常に大きなアイテムになり得ると考えられ、都道府県単位で効果的に統
合すれば、国民のニーズに応えることができるではないか。 2



3
平成２１年８月現在

各都道府県における協議会の形態について

28
60%

2
4%

4
8%

13
28%

メディカルコントロール協議会

活用

救急医療対策協議会活用

新設の組織

未定



消防法改正（１）：協議会について

○ 構成メンバー

・ 消防機関の職員

・ 医療機関の管理者又はその指定する医師
（救命救急センター長など）

・ 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者

・ 都道府県の職員

・ 学識経験者等（都道府県が必要と認める者）

○ 役割

・ 傷病者の搬送及び受入れの実施基準に関する
協議

・ 実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの
実施に関する連絡調整（調査・分析など）

協議会

都道府県知事

関係行政機関

意見具申

協力要請

・ 実施基準
・ 搬送・受入れの実施

に関し必要な事項

・ 資料提供
・ 意見表明

都道府県に設置
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総務大臣
厚生労働大臣

情報提供
等の援助

搬送に当たり、
実施基準を遵守

消防機関

受入れに当たり、
実施基準の尊重に努める

医療機関

都道府県が策定・公表

① 傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行われる
医療機関のリスト

② 消防機関が傷病者の状況を確認し、①のリストの中から
搬送先医療機関を選定するためのルール

③ 消防機関が医療機関に対し傷病者の状況を伝達する
ためのルール

④ 搬送先医療機関が速やかに決定しない場合において
傷病者を受け入れる医療機関を確保するために、消防
機関と医療機関との間で合意を形成するためのルール

等

※都道府県の全区域又は医療提供体制の状況を考慮した区域ごとに定める。

消防法改正（２）：実施基準（ルール）について

・医学的知見
に基づく

・医療計画と
の調和

協議会

基準策定時
に意見聴取

実施基準（ルール）
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参考：消防法

消防法 （昭和２３年法律第１８６号）（抄）

第３５条の５

２ 実施基準においては、都道府県の区域又は医療を提供する体制の状況を考慮して
都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 傷病者の心身等の状況（以下この項において「傷病者の状況」という。）に応じた適
切な医療の提供が行われることを確保するために医療機関を分類する基準

二 前号に掲げる基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分に該当する
医療機関の名称

三 消防機関が傷病者の状況を確認するための基準
四 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準

五 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達す
るための基準

六 前二号に掲げるもののほか、傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との
間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資
する事項

七 前各号に掲げるもののほか、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都
道府県が必要と認める事項
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「医療提供体制の確保に関する基本方針」（厚生労働省告示）

医療計画において明示される救急医療に関する機能

４疾病

がん

脳卒中 救急医療の機能

急性心筋梗塞 救急医療の機能

糖尿病

５事業

救急医療 休日夜間急患センターや２４時間対応する診療所等で初期の救急医療を提供する機能

緊急手術や入院を必要とする救急患者に医療を提供する機能

生命にかかわる重篤な救急患者に救命医療を提供する機能

精神科救急について、輪番制による緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保するた
めの機能、重度の症状を呈する精神科急性期患者に対応するための中核的な機能、等。

災害時における医療

へき地の医療

周産期医療 高度な診療を要するリスクの高い分娩を扱う機能

小児医療 在宅当番医制、休日夜間急患センターや２４時間対応する診療所等
初期の小児救急医療を提供する機能

緊急手術や入院を必要とする小児救急患者に医療を提供する機能

生命にかかわる重篤な小児救急患者に救命医療を提供する機能
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傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリスト（イメージ）

傷
病
者
の
観
察

重
篤

（バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
等
に
よ
る
）

○ 疑われる疾患

○ 症状・主訴

脳疾患

心疾患

・・・

○ 診療科

外傷

意識障害

・・・

小児科

産婦人科

・・・

救命救急センター等

NO

YES

NO

YES

重症度・緊急度が高い
脳疾患に対応できる
救命救急センター、
二次救急医療機関等

初期救急医療機関

入
院
が
必
要
と

考
え
ら
れ
る
も
の

二次救急医療機関YES

NO

重
症
度
・緊
急
度

【高
】
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9

【１】傷病者の心身等の状況に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために
医療機関を分類する基準 （１）

【考え方】

○ 医療機関の分類を、どのような傷病者の心身等の状況に応じた
ものとするか、地域の医療資源の状況を勘案し決定することとな
る。

○ 傷病者の心身等の状況に応じた適切な医療の提供が行われるよう
医療機関を分類するにあたって、傷病者の状況に関する項目は、以下
の考え方に基づき設定してはどうか

① 緊急性

② 専門性

③ 特殊性（地域で必要な項目（搬送に時間を要している傷病等））



① 緊急性

＜例＞

○ 重篤
・ 心肺機能停止 ・ バイタルサインの急速な悪化
・ 不安定なバイタルサイン

○ 症状・病態等によって重症度・緊急度「高」となるもの
・ 意識障害 ・ 外傷（事故等現場の状況を含む）
・ 熱傷 ・ 中毒
・ 胸痛 ・ 呼吸困難
・ 消化管出血 ・ 腹痛
・ 脳疾患 ・ 心疾患
等

緊急的な医療の提供等の有無が、特に生命や予後に影響を及ぼすもの。

また、特に医療資源の投入を必要とする可能性があるものについては、
医療資源が集中している救命救急センター等の医療機関で対応すること
が必要となる。
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【１】傷病者の心身等の状況に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために
医療機関を分類する基準 （２）



② 専門性

＜例＞

○ 診療科別
・ 脳神経外科 ・ 循環器内科
・ 心臓血管外科 ・ 整形外科
・ 小児科 ・ 産婦人科
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【１】傷病者の心身等の状況に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために
医療機関を分類する基準 （３）

各専門領域における専門性の高い医療の提供が求められるもの。



③ 特殊性（地域で必要な項目（搬送に時間を要している傷病等））

＜例＞

○ 医療提供体制の調整を図る必要があったもの
・ 開放骨折 ・ 吐血・下血

○ 傷病者背景
・ 透析 ・ 精神疾患
・ 急性アルコール中毒 ・ 未受診の妊婦

※ 該当する救急搬送の件数等を調査分析し、適切に現状を把握す
るために設定する項目もあるのではないか。
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【１】傷病者の心身等の状況に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために
医療機関を分類する基準 （４）

搬送に時間を要している事案等、地域の実情に照らして改善方策が必要
であるもの。



外傷 熱傷 中毒
意識
障害

胸痛
呼吸
困難

消化管
出血

腹痛 周産期 乳幼児

生理学
的評価

意 識： ＪＣＳ１００以上
呼 吸： １０回/分未満又は３０回/分以上、 呼吸音の左右差、 異常呼吸
脈 拍： １２０回/分以上又は５０回/分未満
血 圧： 収縮期血圧９０mmHg未満又は２００mmHg以上
ＳｐＯ２： ９０％未満、
その他：ショック症状 等
※上記のいずれかが認められる場合

意識、呼吸、
脈拍、血圧、
SpO2等につ

いて新生児、
乳児、幼児に
分けて基準
を設定

症状等 －

・気道熱傷

・他の外傷合
併の熱傷
・化学熱傷
・電撃傷

等

・毒物摂取
・農薬等
・有毒ガス
・覚醒剤、
麻薬

等

・進行性の
意識障害
・重積痙攣
・頭痛、嘔吐

等

・チアノーゼ
・20分以上

の胸部痛、
絞扼痛
・血圧左右差

等

・チアノーゼ
・起坐呼吸
・著明な喘鳴
・努力呼吸
・喀血

等

・肝硬変
・高度脱水
・腹壁緊張
・高度貧血
・頻回の嘔吐

等

・腹壁緊張
・高度脱水
・吐血、下血
・高度貧血

・妊娠の可能
性 等

・大量の性器
出血
・腹部激痛
・呼吸困難
・チアノーゼ
・痙攣 等

・出血傾向
・脱水症状
・重度の黄疸
・痙攣持続

・ぐったり・う
つろ 等

解剖学
的評価

・顔面骨折
・胸郭の動揺
・穿通性外傷
・四肢切断 等

－ － － － － － － － －

受傷
機転

・車外へ放出
・車の横転
・高所墜落

・機械器具によ
る巻き込み 等

－ － － － － － － － －

救急搬送における重症度・緊急度判断基準作成委員会報告書
（平成１６年３月（財）救急振興財団 委員長：島崎修次杏林大学教授）

※ 救急隊員が活用しやすいよう、心疾患や脳血管障害等の疾患別ではなく、症状を中心に１０種類の重症度・
緊急度判断基準を作成。

報告書を基に消防庁で作成した概要

参考：救急搬送における重症度・緊急度判断基準作成委員会報告書（１）
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【傷病別のプロトコール】
・ 重症度・緊急度判断基準

（平成１６年３月（財）救急振興財団 委員長：島崎修次杏林大学教授）

意識 ：JCS100以上
呼吸 ：10回／分未満または30回／分以上

：呼吸音の左右差
：異常呼吸

脈拍 ：120回／分以上または50回／分未満
血圧 ：収縮期＜90mmHgまたは収縮期＞200mmHg
SpO2 ：90%未満

その他 ：ショック症状 ※いずれかが認められる場合

YES NO

重症以上と判断

・チアノーゼ
・心電図上の不整脈（多源性／多発性／連発／PVC、RonT、心室性頻拍等）
・20分以上の胸部痛、絞扼痛 ・背部の激痛
・心電図上のST-Tの変化 ・血圧の左右差

NO

重症以上と判断 中等症以下と判断

例： 胸痛 第１段階

第２段階

生理学的評価

症状等

・重症以上と判断した場合の医療機関選定は、救命救急センター等の三次救急医療機関、あるいはこれに準ずる二次救急医療
機関及び地域の基幹病院とすること。

YES

参考：救急搬送における重症度・緊急度判断基準作成委員会報告書（２）
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重篤（バイタルサイン等による）について

○ 医療計画における「救急医療」等を参考に、地域において、救命救急センター等、
医療資源が集中している医療機関を確認し、救急における対応方策を決定

・ 重篤についてのバイタルサイン参考値を下方に示す。ただし、あくまで参考値であ
り絶対的なものではない（スポーツ心臓、普段から低血圧といった者は除外される）

・ バイタルサインの急速な悪化、不安定なバイタルサインは重篤と考えられる

・意 識： ＪＣＳ１００以上
・呼 吸： １０回/分未満又は３０回/分以上、呼吸音の左右差、異常呼吸
・脈 拍： １２０回/分以上又は５０回/分未満
・血 圧： 収縮期血圧９０mmHg未満又は収縮期血圧２００mmHg以上
・ＳｐＯ２： ９０％未満
・その他： ショック症状
※上記のいずれかが認められる場合

救急搬送における重症度・緊急度判断基準作成委員会報告書（平成１６年３月
（財）救急振興財団 委員長：島崎修次杏林大学教授）を参考に作成

重篤な傷病者
(バイタルサイン等による)

救命救急センター等
医療機関

重篤を示すバイタルサイン参考値
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